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はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設ネーミングライツパートナー募集要項 

 

市有施設のさらなる魅力向上を図るとともに市有施設の有効活用による自主財源の確保を目的とし、

この度、はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設のネーミングライツ（施設命名権）のネーミングライ

ツパートナーを公募型プロポーザル方式にて募集します。 

 

１．対象施設の概要 

 今回ネーミングライツパートナーを募集するのは、はままつフラワーパークの園全体ではなく、別紙

「ＵＤ昇降機施設図面等」にて図示するはままつフラワーパーク内施設であるＵＤ昇降機です。 

ＵＤ昇降機とはユニバーサルデザインに配慮した昇降機であり、ノンステップで車いすやベビーカー

の乗車が可能です。園内西側の高低差約２０ｍの斜面に設置し、起伏に富んだ園路での移動が困難な来

園者のみなさまに、安全で快適に園内を楽しんでいただくことが可能になります。 

なお、通称等を標示できる範囲は、原則車体のボディ及び乗降場です。 

(1) 名称 

はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設 

(2) 所在地 

浜松市中央区舘山寺町195番地 

(3) 施設沿革等 

 竣工時期  令和２年３月 

  供用開始  令和２年３月 

  構 造 等  鋼材溶接構造 

  施設内容   

① 車 両（１両編成） 

・最 大 定 員：１６名（１，０４０ｋｇ/両） 

・キャビン寸法：幅２，４００ｍｍ×長さ３，８００ｍｍ×天井高１，９６０ｍｍ 

・走 行 区 間：クリスタルパレス西側～園内西側 

・形 式：胯座式モノレール 

・走 行 速 度：５０ｍ/ｍｉｎ 

・最大登坂能力：２５° 

・駆 動 方 式：ラック＆ピニオン 

・運 行 方 法：無人運転（押しボタン運行方式） 

・バリアフリー：車いす・ベビーカー２台まで乗車可能 

・安 全 装 置：非常停止装置、過速度検出装置等 

② 軌 条（単線） 

・敷 設 延 長：約６０ｍ 

・標 高 差：約２０ｍ 

・緊急避難歩道：約５０ｍ（歩道幅７６０ｍｍ） 

・転落 防止 柵：約５０ｍ 

③ 乗降場ピット（上部、下部） 
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   ・自 動 ド ア：幅２，８００ｍｍ×高さ１，１００ｍｍ 

   ・安 全 装 置：調整デッキ、てすり、緩衝装置等 

(4) 施設の設置目的 

    令和２年の開園５０周年を前に、子供から高齢者、障がい者まですべての来園者が安全で快適

に楽しめるよう、ＵＤに配慮した整備の必要があるとして、昇降機施設を設置したもの。 

高低差が約２０ｍ程度ある、バラ園周辺から浜名湖ゲート側につながる園路を移動する利用者 

   の負担解消を目的としている。 

(5) はままつフラワーパークの開園時間 

３月～ ９月 午前 ９時～午後 ５時 

１０月～１１月 午前 ９時～午後 ４時３０分 

１２月～ ２月 午前１０時～午後 ４時３０分 

※浜名湖花フェスタ（３月下旬～６月中旬）やフラワーイルミネーション等のイベント開催 

時には、開閉園時間を変更する場合があります。 

 (6) はままつフラワーパークの休園日 

   １２月２９日～１２月３１日までの３日間 

(7) はままつフラワーパークの利用者等について 

  平均年間利用者数      ４３５，４８４人（令和２年度～６年度の平均） 

  ＵＤ昇降機施設の稼働状況  ６４，３７２回（令和２年３月～令和７年２月） 

                ※片道の稼働を１回として計上 

  主な利用者         一般市民 

                ※令和６年３月２３日～６月１６日まで浜名湖花博 2024 開催 

 (8) 法令等の規定  

   都市公園法、地方自治法、浜松市指定管理者による公の施設の管理に関する条例及び同条例施行

規則、浜松市都市公園条例及び同条例施行規則、浜松市指定管理者制度の実施に関する基本指針 

 (9) 現在の指定管理者に関すること 

   指定管理者  公益財団法人浜松市花みどり振興財団 

   指定管理期間 令和３年４月１日 ～ 令和８年３月３１日（５年間） 

 (10) 図面等 

    別紙「ＵＤ昇降機施設図面等」のとおり 
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２． 通称の条件 

 (1) ネーミングライツパートナーは、対象施設に新たな名称（通称）をつけることができます。なお、 

正式名称を変更するものではありません。 

 (2) 使用できる通称は、品位、公共性、公益性を妨げないものであって、次のいずれかに該当するも

のは除くものとします。 

① 広告掲載基準第５条に該当するもの 

② 施設の設置目的を誤認させるおそれのあるもの 

③ 一般的に浜松市外の地域を連想させるもの 

 (3) 利用者の混乱を避けるため、契約期間内は、社名変更などやむを得ない事情がある場合を除き、

通称の変更はできません。やむを得ない事情で通称を変更する場合は、本市と協議を行って決定

します。 

 

３． 通称の標示について 

(1) 対象施設に通称を標示することが可能です。 

(2) 標示内容は原則、浜松市屋外広告物条例及び浜松市景観条例に則るものとし、本市及び指定管理 

者と事前に協議することとします。 

(3) 標示に企業ロゴ等を含むのは可としますが、ロゴのみの標示はできません。 

(4) 通称の標示ができない場所は、次のとおりです。 

① ＵＤ昇降機車体ボディのガラス面及び自動ドア箇所 

② 本市及び指定管理者が対象施設の運行に支障を来すと判断した箇所 

(5) 対象施設以外の場所へ標示を希望する場合は、別途協議にて可否を決定します。 

 

４． 費用負担と業務の範囲 

 ・提案にあたり要した費用及び契約締結に係る費用は応募団体の負担となります。 

 ・既存の看板等の変更に伴う費用、新たな通称の標示に係る費用、新たな照明付看板等を設置した場 

合の電気代、施設パンフレットの変更に係る費用は、原則としてネーミングライツパートナーの負

担となります。 

 ・既存の看板等の変更、新たな通称の標示作業等は、本市及び指定管理者と協議の上、ネーミングラ

イツパートナーが実施することとします。 

 ・施設ホームページの変更等、指定管理者に作業が発生する場合は、指定管理者と別途協議を行い、 

  作業内容及び費用負担を決定してください。 

 ・契約期間の終了時には、同一の通称で再度契約を締結する場合及び市が不要と判断した場合を除き、 

契約期間内にネーミングライツパートナーの負担において通称の標示を全て撤去してください。 

 ・本市で作成する観光パンフレット等の印刷物、市の公式ホームページの表示変更は市が行います。  

 ・記載した項目以外で費用が発生した場合は、その都度市や関係機関等と協議のうえ決定します。 
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《費用負担（原則）(*1)》 

区 分 市 応募者 

提案にあたり要した費用 ― ○ 

 

区 分 市 ネーミングライツパートナー 

契約締結にかかる費用 

― ○ 

看板等の改修にかかる費用 

新たな通称の標示にかかる費用（*2） 

施設パンフレットの変更にかかる費用 

契約期間終了後の原状回復 

観光パンフレット等の印刷物や市ホームページの表示方法 ○(*3) ― 

*1 契約料等のほかに、別途負担していただくものです。 

*2 設置工事費、管理費（安全管理、電気代） 

*3 変更については最大限努力いたしますが、全ての印刷物及び表示方法を変更できるとは限りません。 

 

５．契約料等 

ネーミングライツの契約料の最低提案金額は、年間で５０万円以上（消費税別途）とします。 

契約料は、会計年度（４月１日から翌年３月３１日）ごとに市が指定した期日までにお支払いいただ

きます。 

この契約料等は、当該施設の整備や管理運営等の費用に活用されます。 

 

６．契約期間 

契約期間は、令和８年４月１日から５年以上の１年単位とします。 

（新たな通称の標示に係る工事期間及び原状回復工事期間を含む） 

 

７．応募資格 

参加資格者は、法人格を有し、本市のネーミングライツパートナーとしてふさわしい資力及び責任を

もって安定的に実施することができる団体として、(1)参加資格（要件）に掲げる参加資格要件をすべ

て満たすこと、及び(2)規制団体のいずれにも該当しないことを条件とします。ただし、条件を満たす

団体で構成される共同事業体で応募する場合は、法人格を有していなくても構いません。 

 (1)参加資格（要件） 

① 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４第１項の規定により、制限を受け

ていない団体であること。 

② 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16 号）第 167 条の４第２項の規定により、現に資格停

止の処分を受けていない団体であること。 

③ 浜松市契約規則（昭和 39年規則第 31 号）第３条の規定による資格を満たしている団体であ

ること。 

④ 法人市民税等の租税公課を滞納していない団体であること。 

⑤ 本市の市議会議員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこれらに準じるべき
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者、支配人及び清算人(以下「役員等」という。)となっている団体ではないこと。 

⑥ 本市の市長、副市長、委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは委員

又は地方公営企業の管理者が役員等となっている団体(本市が資本金、基本金その他これらに

準じるものの２分の１以上を出資している法人を除く。)ではないこと。 

⑦ 地方自治法第 244 条の２第 11 項の規定により、本市又は他の地方自治体から指定を取り消さ

れた団体又は応募開始の日から採用決定までの間に業務の停止を受けていない団体であるこ

と。 

上記以外でも、施設の性格等により、参加資格を制限することがあります。 

⑧ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員等（同条第６号に規定する暴力団員又は同号に

規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）と密接な関

係を有する団体及び暴力団員等又は暴力団員等と密接な関係を有する者が役員等となってい

る団体でないこと。 

 

 (2)規制団体 

① 広告掲載基準第 4 条に該当する団体 

② 政治団体や宗教団体 

③ 指定管理者と競合する等で、施設の管理運営に支障をきたす可能性があると市が判断する団

体 

 

８．提出書類 

「９．提出期限等」で示す期限までに、下記書類を10部（正本１部・副本9部）提出してください。 

 (1) 浜松市ネーミングライツ応募申込書「様式１」 

 (2) 浜松市ネーミングライツ応募団体調書「様式２」 

   団体（企業）の概要、設立趣旨、事業内容、事業実績等の概要がわかる別紙（様式の定めなし） 

又はパンフレットを添付してください。 

 (3) 誓約書及び同意書「様式３」 

 (4) 登記事項証明書（商業・法人登記簿謄本） 

 (5) 納税証明書 

①直近２年間の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「その３の３」 

②直近２年間の法人事業税の納税証明書 

 (6) 過去３年間の貸借対照表、損益計算書（収支計算書）など経営状況のわかるもの 

 (7) 共同事業体の場合は、構成員、責任の範囲等を定めた協定書等（様式の定めなし） 

 (8) 役員名簿 

 (9) 新たな通称の標示に係るデザイン、サイズ、標示位置等の概要（様式の定めなし） 
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９． 提出期限等 

「８．提出書類」で示した書類を、次のいずれかの方法により令和８年１月３０日（金）までに提出

してください。 

(1) 提出方法 

ア (2)に記載する提出先へ持参 

イ (2)に記載する提出先へ郵送 

(2) 提出先 

〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6 中央土木整備事務所1階 

浜松市役所都市整備部緑政課 花と緑のまち推進グループ 

担当者：中村、伊藤 

(3) 受領時間等 

ア 持参の場合 

  午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで（土曜日、日曜日及び祝日等を除く。） 

イ 郵送の場合 

  令和８年１月３０日（金）午後 5時 15 分までに、提出先へ必着 

 

１０．公募から決定までの流れ（予定） 

    令和７年度 

    １２月１２日（金）          募集の開始 

１２月１２日（金）～１月１６日（金） 質問事項の受付 

１月２３日（金）           質問事項に対する回答 

１月２３日（金）           通称の標示に関する事前相談締め切り 

１月３０日（金）           応募期限 

２月１７日（火）            選定会議（必要に応じてヒアリングを実施） 

２月２０日（金）           優先交渉権者の決定、応募団体への結果通知 

２月下旬～              契約に向けた協議 

３月下旬頃              契約締結、関係者及び市民等への報告 

契約後～               市民等への周知、新たな通称の標示 

 

 (1) 質問事項の受付及び回答 

     令和７年１２月１２日（金）から令和８年１月１６日（金）までの間、質問事項の受付を行い

ます。募集要項等に関する質問書（様式４）を作成のうえ、緑政課に持参、郵送または電子メー

ルにて提出してください。電子メールで提出する際は、メールの件名を「UD昇降機施設ネーミン

グライツ募集に関する質問」としてください。質問への回答は、質問者の情報及び公にすること

で質問者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものを除き、市の公式ホ

ームページで公開します。 
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 (2) 通称の標示に関する事前相談 

看板等の新設の可否や、通称標示のデザインについては、応募前に確認が可能です。図面・デ

ザイン、新設を希望する場所の分かるものをお持ちの上、令和８年１月２３日（金）までにご相

談ください。 

 (3) 審査 

本市で、ネーミングライツパートナーの選定会議を設置し、審査を行います。 

選定会議での審査前に、所管課及び広告審査委員会で、応募資格及び通称の条件への充足、広

告掲載基準への該当有無について審査を行います。 

選定会議では提案内容等について審査します。応募者へのヒアリングを実施する場合は、令和

８年２月３日（火）までに応募者へ別途通知します。詳細は、申込書類を提出された方に案内し

ます。選定委員が、「１１．選定基準について」の項目ごとに評価点をつけ、最高得点を獲得し

た民間事業者等が、優先交渉権者となります。 

なお、審査結果は、採否にかかわらず、応募参加者全員に通知します。 

 (4) 関係者及び市民等への報告 

施設所管課等は、市の公式ホームページや報道発表等により、優先交渉権者及びその提案に 

ついて、市民等に報告します。なお、必要に応じて、応募者数、評価結果を報告することがあり 

ますが、優先交渉権者以外の応募者の名称については公表しないこととします。 

 (5) 契約締結に向けた協議 

選定会議での評価を踏まえ、優先交渉権者と契約に向けて協議を行います。提案内容の全てが

認められるとは限りません。協議が整い次第、契約をします。協議が整わない場合は、優先交渉

権者であっても契約締結をしない場合があります。なお、その場合、審査で次点だった者を優先

交渉権者として契約交渉をすることがあります。 

 (6) 市民等への周知 

契約後、ホームページへの掲載や報道発表により、ネーミングライツパートナーと通称につい

て公表し、契約期間までに周知します。 
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１１．選定基準について 

選定会議において、次の選定基準に基づき評価します。 

 

 表１ 

評価事項 評価項目 配点 

Ⅰ 提案された通称の 

妥当性 （25 点） 

① 市民等に親しみやすく、呼びやすい通称であるかどうか。 15 点 

② 通称が施設のイメージと合致しているか。 10 点 

Ⅱ 応募団体の妥当性、

経営状況等 （25 点） 

① 団体の経営状況は安定しているか。契約を履行する能力 

があるか。 
15 点 

② コンプライアンスを遵守し、社会的信用のある団体か。 10 点 

Ⅲ 地域、施設関連事業 

への貢献実績 （15 点） 

① 施設の設置目的に関連した事業への貢献実績、地域活動等 

の有無。 
15 点 

Ⅳ 提案された契約料

等、期間等の妥当性 

（20 点） 

①  提示された契約料等は、市が提示した最低提案金額以上 

であり、市の財源創出や施設の運営状況の向上に資する 

ものとして妥当か。 

15 点 

② 提案された契約期間は、妥当な期間か。 5 点 

Ⅴ その他提案 

（15 点） 

① ネーミングライツとは別に施設の価値が向上する提案が 

あるか。地域の貢献事業の提案があるか。 
15 点 

計（満点） 100 点 

選定評価基準点 

評価項目ごとに評価を行い、配点に以下の乗率を乗じて点数を算出する。 

評価項目 
評価 A B C D E 

乗率 100％ 80％ 60％ 40％ 20％ 

下記項目

以外 

評価

基準 

特に優れて 

いる 

優れて 

いる 
普通 

やや 

不十分 
不十分 

Ⅱ② 適正    不適正 

Ⅳ① 
特に優れて 

いる 

優れて 

いる 

最低提案金額

程度 
  

Ⅳ② 
特に優れて 

いる 

優れて 

いる 
５年程度   

 

【審査について】 

・表１の合計点（１００点満点）での審査を行います。 

・全委員の平均点を算出し、最高得点の団体等が優先交渉権者となります。 

・合計が３０点に満たない場合または各評価項目(Ⅳ①、Ⅴを除く)について過半数の委員が同じ項目で

Ｅ評価とした場合は、失格とします。 
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１２．選考結果のお知らせ 

応募団体の全てに、令和８年２月２０日（金）頃に文書にてお知らせします。 

 

１３．応募書類・提案内容の取扱い 

採用された提案については、市民の理解を得てネーミングライツを実施していくために、市は

以下の内容について、報道機関や市の公式ホームページ等を通じて公表いたします。 

    ①ネーミングライツパートナー名 

    ②通称 

    ③契約料等 

    ④契約期間 

    ⑤ネーミングライツへ応募した意図や地域貢献等の内容等 

  なお、ネーミングライツパートナーの独自の秘密やノウハウが含まれる部分については、知的

財産保護の観点から、原則非公開とします。公表資料は、事前に本市とネーミングライツパート

ナーの双方で、協議・調整します。 

 

１４．失格要件 

  以下のいずれかに該当した場合は、該当した応募者を失格とします。 

(1) 提案された書類に不備、または虚偽の記載があった場合 

(2) 審査までの間に、応募資格を喪失した場合 

(3) 提案の内容が、本募集要項で示した条件（最低提案金額、契約期間、通称の条件）を満たさな

いことが明らかである場合 

(4) 審査の結果、合計が３０点に満たない場合または各評価項目(Ⅳ①、Ⅴを除く)について過半数

の委員が同じ項目でＥ評価とした場合 

 

１５．その他 

 (1) 提案に関する一切の費用は、応募団体の負担とします。 

 (2) はままつフラワーパーク内の看板等の設置及び変更については、原則、浜松市屋外広告物条例及

び浜松市景観条例に則るものとします。別添の「知っていますか？屋外広告物のルール」及び「景

観資料」をご覧ください。 

 (3) 契約期間満了後の当該施設のネーミングライツについては、契約期間満了時の状況により、今回

選定するネーミングライツパートナーと優先的に交渉する可能性があります。 

 (4) 提案の内容について、必要に応じてヒアリングを実施し、一部修正等の協議を行う場合がありま

す。また、追加資料の提出を求めることがあります。 

 (5) 軽微な修正を除き、提出された書類の内容は変更できません（ただし、審査の結果などに基づく

協議による修正を妨げるものではありません。）。また、提出された提案書等は返却いたしませ

ん。 

 (6) 提出された書類は、「浜松市情報公開条例」等関連法令に基づく情報公開請求がなされた場合に

は、浜松市情報公開条例に基づく非公開情報（公開又は公表することにより応募者の正当な利益

を害する情報等）を除き、原則公開又は公表するものとします。なお、公開又は公表する場合の
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提案書類の使用に関する費用は、無償とします。 

 (7) 提案を途中で取り下げる場合は、「辞退届（様式任意）」を提出してください。 

 (8) 応募団体の提案書の提出をもって、契約書（案）の記載内容を承諾したものとみなします。契約

書（案）を確認の上、応募してください。 

  (9) 必要に応じて、指定管理者とネーミングライツパートナーのリスク分担等について、協定書を締

結していただく場合があります。（様式任意） 

(10) この公募及びネーミングライツに関する情報提供は、本市ホームページにて行います。 

 

 

★この募集要項に関する照会及び質問等について 

  この募集要項に関する照会及び質問等については、電話、Ｅ-メール、文書等で下記までお問い合

わせください。照会・質問及びこれらに対する回答については、質問者の名を伏せて他の応募者に対

してもお知らせすることがあります。 

問合せ先 

   〒430-0923 浜松市中央区北寺島町617-6 中央土木整備事務所１階 

        浜松市役所都市整備部緑政課 花と緑のまち推進グループ 

        担当者：中村、伊藤 

電話 053-457-2597 ／ FAX 050-3535-5217 

メールアドレス ryokuka@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

mailto:ryokuka@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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様式１ 

  年  月  日 

浜松市長 あて 

所在地：                  

名称：                  

代表者職氏名：                  

 

浜松市ネーミングライツ応募申込書 

 

以下のとおり、【はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設】に対するネーミングライツに応募します。 

なお、募集要項に定める応募資格を満たしていることを誓約します。 

導入する施設の名称 はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設 

応募趣旨 
 

 

希望する通称 

（英文名） 

 

 

応募契約料等（年額）  年額            円（消費税及び地方消費税を除く） 

希望契約期間 年間（ 令和 8年 4月 1日 ～      年   月   日） 

施設の魅力向上や地域

貢献・地域活性化につな

がる事業者による取組

の提案 

 

 

 

 

 

担当部署 
 

 

担当者の職名及び氏名  

担当者連絡先 

（TEL・E-mail） 

 

＊様式１～様式３以外に提出する添付書類 

・ 登記事項証明書（商業・法人登記簿謄本） 

・ 納税証明書 

①直近２年間の法人税、消費税及び地方消費税の納税証明書「その３の３」 

②直近２年間の法人事業税の納税証明書 

・ 過去３年間の貸借対照表、損益計算書（収支計算書）など、経営状況のわかるもの 

・ 共同事業体の場合は、構成員、責任の範囲等を定めた協定書等（様式の定めなし） 

・ 役員名簿 

・ 新たな通称の標示に係るデザイン、サイズ、標示位置等の概要（様式の定めなし） 
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様式２ 

  年  月  日 

 

 浜松市ネーミングライツ応募団体調書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※団体（企業）の概要、設立趣旨、事業内容、事業実績等の概要がわかる別紙（様式の定めなし） 

又はパンフレット等を添付してください。 

 

 

（ふりがな） 

団体名称 

 

代 表 者 
役職名         （ふりがな） 

氏 名 

団体の種類 
１ 企業   ２ 社団・財団法人   ３ ＮＰＯ法人 

４ その他（          ） 

所在地 

〒 

連絡先 

ＴＥＬ  

ＦＡＸ  

Ｅ－ｍａｉｌ  

団体設立年月日  

資本金等  

社員・会員数  

主な事業・ 

活動内容 

 

地域貢献や文化 

事業等の社会貢献 

事業の実績 
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様式３ 

  年  月  日 

（あて先）浜松市長 

申請者  所 在 地 

    （ フ リ ガ ナ ） 

名 称 

代表者職氏名 

（署名又は記名押印） 

誓約書及び同意書 

 

はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設ネーミングライツ募集への参加にあたり、下記事項について

誓約及び同意します。 

記 

１ 誓約する内容 

（１）次に掲げる者のいずれにも該当しません。 

・暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員等（同条第 6 号に規定する暴力団員又は同号

に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下同じ。）及び暴力団員

等と密接な関係を有する者 

・自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に危害を加える目的をもって、暴

力団又は暴力団員等を利用していると認められる者 

・暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的

に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

・上記３点に掲げる者のいずれかが役員等（無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役又はこ

れらに準じるべきもの、支配人及び清算人をいう。）となっている又は経営に実質的に関与して

いる法人その他の団体 

（２）提案する事業に関連する委託契約又は資材・原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手

方が（１）の各号に該当しないことを確認します。また、相手方が（１）の各号に該当した場合、

この提案する事業から排除します。 

（３）暴力団を排除するため、必要な場合に浜松市が静岡県警察本部又は管轄警察署に照会することを

承諾し、役員名簿等の情報提供の要請があった場合には直ちに応じます。 

 

２ 同意する内容 

浜松市ネーミングライツ導入に関するガイドライン第 3の１を満たすことを確認するため、浜松市

都市整備部緑政課が浜松市税の納付又は納入状況について、浜松市財務部収納対策課へ照会するこ

とに同意します。 

法人番号（13桁）              

※法人番号指定通知書等に記載のある法人番号を記入すること  
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様式４ 

  年  月  日 

 

募集要項等に関する質問書 
 

 

 浜松市都市整備部緑政課 

花と緑のまち推進グループ  中村・伊藤 宛 

 

団 体 名  

所 在 地  

所  属  

担当者名  

電 話  

F A X  

E - m a i l  

 

 はままつフラワーパークＵＤ昇降機施設ネーミングライツパートナー募集要項等について、質問事項

がありますので提出します。 

 

№ 資料名等 
該当箇所 

質問 
頁 項目 

例① 募集要項 3 4.費用負担と業務の範囲 
○○については、……と考えていいの

か確認したい。 

例② 募集要項 8 11.選定基準について 
○○については、……と考えていいの

か確認したい。 

１     

２     

３     

４     

５     

注意）質問内容は、具体的かつ簡潔に記入してください。 

   資料名等の該当箇所の順に並べてください。 

   行が不足する場合は、適宜増やしてください。 
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別紙　ＵＤ昇降機施設図面等
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1.UD昇降機施設図面
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【車体】現在の状況

●稼働時

●遠景（下部乗降場）
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2.現況写真



【車体】内部の状況

●座席部

●車体内上部
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【乗降場】車体稼働時

●上部

●下部
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【乗降場】車体待機時

●上部

●下部
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【乗降場】車体稼働中

●上部

●下部
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【乗降場】車体内部からの状況

●上部

●下部
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【現在の看板等設置状況】

●上部乗降扉及び車体上部：縦10cm×横50cm

下部乗降扉はなし

●車体内部：縦3cm×横15cm
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